
 

（４）保育料算定手順 
 

❶ （１）保育料の決定方法を元に、世帯の階層区分を確認してください。 
❷ 下記チャート図で該当の回答 A〜C を確認してください。 
❸ P.36・37 の表において、該当のクラス年齢で、❷で結果が出たきょうだい番号（①〜②）列で、 

「❶」で出た世帯の階層区分に値する額が、児童一人あたりの月額保育料となります。 
 

 
チャート図 
 
     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【回答 A】 【回答 B】 【回答 C】 

保育料軽減制度（ひとり親・障
がい者世帯）に該当します。 
 
保育園に預ける子が世帯内第１
子の場合は保育料表①の半額、 
第２子以降の場合は保育料表②
（無料）となります。 

保育料表にきょうだいの在園順
位を当てはめて算定します。 
 
保育料表①を参照してくださ
い。 
 

保育料軽減制度（多子世帯）に
該当します。 
 
保育園に預ける子が世帯内第１
子の場合は保育料表①を参照し
てください。 
 
世帯内第２子以降の場合は保育
料表②（無料）となります。 

 
※保護者全員が区市町村⺠税⾮課税の場合、同居している祖⽗⺟等がいれば、祖⽗⺟等のうち区市町村
⺠税が⾼い方の税額で保育料を決定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ひとり親世帯または障がいをお持ちの方のいる世帯 

世帯の区市町村⺠税所得割額の合計が 
７７，１０１円未満 

世帯にお子さん（年齢制限なし）が 
２人以上いる。 

世帯にお子さん（年齢制限なし）が 
２人以上いる。 

33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        

　　　　


